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次世代の教育情報化推進事業 委託要項 

 

平成２９年３月８日 

生涯学習政策局長決定 

平成２９年１０月１６日 

一 部 改 正 

平成３０年３月２２日 

一 部 改 正 

１．趣旨 

急速に情報化が進展する社会の中で、情報や情報手段を主体的に選択し活用していくた

めに必要な情報活用能力（情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的思考、情

報モラル、情報セキュリティ等を含む）を、各学校段階・各教科等の学習活動を通じて体

系的に育成する重要性がますます高まっている。平成 29 年 3 月に公示した小・中学校の新

学習指導要領においては、情報活用能力を言語能力などと同様に「学習の基盤となる資質・

能力」と位置付け、各学校におけるカリキュラム・マネジメントにより教育課程全体で確

実に育成することとしている。また、高等学校の次期学習指導要領においても、同旨の内

容を盛り込む予定である。さらに、高等学校情報科についても、内容を充実させる予定で

ある。  
本事業においては、新学習指導要領の実現を見据え、推進校を指定し、教科等横断的な

情報活用能力の育成に係るカリキュラム・マネジメントの在り方や、ICT を効果的に活用

した指導方法の開発のための実践的な研究を実施するとともに、新たに小学校で必修とな

ったプログラミング教育に関して、指導事例の創出や教員研修用教材の作成など小学校プ

ログラミング教育の推進に向けた調査研究を行う。さらに、高等学校情報科担当教員の指

導力向上に関する調査研究を行う。 
 

（参考） 
「新学習指導要領」（平成 29 年 3 月公示） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm 
 

２．事業の内容 

① 情報活用能力の育成等に関する実践的調査研究 

推進校を指定し、教科等横断的な情報活用能力の育成に係るカリキュラム・マネジ

メントの在り方や、それに基づく指導方法・教材の利活用等（プログラミングや情

報セキュリティに関する学習を含む）についての実践的な研究を実施 

② 情報教育の推進等に関する調査研究 

情報教育の全国的な推進に向けて、教科等横断的な情報活用能力の育成に係るカリ

キュラム・マネジメントの在り方等に関する実践的な研究によって得られた成果の



2 
 

取りまとめ・整理等を実施 

 

 ③ 小学校プログラミング教育の推進に関する調査研究 

（１）新学習指導要領の趣旨を踏まえた小学校プログラミング教育の指導事例の創

出等に取り組むことにより、教育委員会・学校等の参考となる調査研究を実施 

（２）各学校の校内研修等で活用できる、小学校プログラミング教育に関する教員

研修用教材について調査研究を行い、その成果を普及 

（３）小学校プログラミング教育に関して、各地域・学校において研修リーダーと

なるような教員等の育成に関して調査研究を行い、その成果をセミナーによって普

及 

 

 ④ 高等学校情報科担当教員の指導力向上に関する調査研究 

    共通必履修科目「情報Ⅰ」の新設など、高等学校情報科の内容の充実を踏まえ、

情報科担当教員を対象とした都道府県等の研修で活用できる教員研修用教材の作成

のための調査研究を実施。 

 

３．事業の委託先 

文部科学省は、事業の実施を以下の団体に委託する。 

上記２．①の委託先は次のとおりとする。 

 小学校、中学校及び高等学校等の管理機関（学校が公立の場合は当該学校を所管す

る教育委員会、国立の場合は当該学校を設置する国立大学法人、私立の場合は当該

学校を設置する学校法人） 

 

上記２．②から④の委託先は次のとおりとする。 

（１）法人格を有する団体 

（２）任意団体 

 ただし、（２）に該当する団体については、次のアからエまでの要件を全て満たすこ

ととする。 

（ア）定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること 

（イ）団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

（ウ）自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

（エ）団体等の本拠としての事務所を有すること 

 

４．事業期間 

（１）委託を受けた日から、当該年度の３月 31日までとする。 

ただし、３月 31 日が休日の場合は、前日（土日祝日を含まず）までとする。 

なお、委託契約書の様式は別添様式１のとおりとする。 
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５．委託手続 

（１）委託を受けようとする団体は、２に示した事業内容ごとに定める事業実施計画書（別

添様式２）を文部科学省に提出すること。 

（２）文部科学省は、上記により提出された事業実施計画書等の内容を審査し、適切であ

ると認めた場合、３に示した事業委託先に対し事業を委託する。 

 

６．委託経費等 

（１）文部科学省は、予算の範囲内で事業に要する経費（諸謝金、人件費、旅費、消耗品

費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、賃金、雑役務費、消費税相当

額、一般管理費、再委託費）を委託費として支出する。 

（２）文部科学省は、額の確定後、委託費を、受託者の請求により支払うものとする。た

だし、受託者が事業の完了前に必要な経費の支払いを受けようとし、文部科学省が必

要であると認めるときは委託契約額の全部又は一部を概算払するものとする。 
（３）契約締結及び支払を行う場合には、国の契約締結及び支払に関する規定の趣旨に従

い、経費の効率的な使用に努めること。 
（４）受託者が、事業の実施過程において、事業実施計画書に記載された委託事業の内容

または経費の内容を変更するときは、事業実施計画変更承認申請書（別添様式３）を

文部科学省に提出し、その承認を受けること。ただし、事業実施計画書のうち経費の

みを変更する場合、委託費の総額に影響を及ぼさず、経費区分間の流用額が委託費の

総額の 20％を超えない場合については、この限りではない。 

（５）委託費の収入及び支出に当たっては、他の経費と区分して帳簿を備え、領収書等関

係書類を整理し、経理の状況を明らかにしておくものとし、事業を実施した翌年度か

ら５年間保存すること。 

（６）委託業務の経費について、その支出を証する書類とは、賃金は傭上決議書（日額、

時間給の決定事項を含む）、出勤簿、作業日報、出面表、給与支払明細書、領収書及

び会計伝票又はこれらに類する書類とする。その他の経費は、契約、検収及び支払の

関係の書類（見積書、発注書、契約書、請書、納品書、検収書、請求書、領収書等）

及び会計伝票又はこれらに類する書類とする。ただし、これらにより難い場合は、実

績を証する資料、出張命令書・復命書、航空券の半券、請求書、領収書等及び会計伝

票又はこれらに類する書類とする。 

（７）交付された経費により生じた利子については、委託事業に要する経費に充当するも

のとする。 

（８）文部科学省は、受託者が委託要項又は委託契約書に違反したとき、実施に当たり不

正若しくは不当な行為をしたとき、又は委託事業の遂行が困難であると認めたときは、

委託契約を解除し、経費の全部又は一部について返還を命じることができる。 

（９）受託者は、委託を受けた経費の適切な執行に努めるとともに、監査機関を定め監査

を受けること。 
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（10）事業の実施に関して生じた損害は、受託者の負担とする。ただし、受託者の責めに

帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。 

（11）受託者は、事業の実施にあたり故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、

その賠償の責を負うものとする。 

 

７．再委託 
（１）委託事業のうち、その内容が第三者に委託することが当該委託事業の実施において

合理的であると文部科学省が認めるものは、第三者に再委託をすることができる。た

だし、委託事業の全部を第三者に再委託することはできない。 
（２）受託者は、再委託を行おうとする場合は、再委託に関する事項を記載した書類（別

添様式４）を文部科学省に提出し、承認を受けなければならない。 
 
８．事業完了（廃止等）の報告 
（１）受託者は、本事業が完了したとき、廃止又は中止（以下「廃止等」という。）の承認

を受けたときは、委託事業完了（廃止等）報告書（別添様式５）、収支精算書（別添様

式６－１、６－２）及び支出を証する書類の写を、事業終了後 10 日を経過した日又は

当該年度の３月 31日のいずれか早い期日までに、文部科学省生涯学習政策局情報教育

課宛に提出するものとする。 
（２）文部科学省は、事業の成果普及等のため、上記（１）で定める委託事業完了（廃止

等）報告書のほか、事業における取組について事例の提供や、成果の報告等を求める

ことができる。 
 

９．委託費の額の確定 

（１）文部科学省は、上記８（１）に基づき提出された事業完了（廃止等）報告書及び収

支精算書について、検査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正である

と認めたときは、委託費の額を確定し、受託者に対して通知するものとする。 

（２）上記の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。 

 

10．その他 

（１）文部科学省は、受託者における事業の実施が趣旨に反すると認められるときは、必

要な是正措置を講ずるよう求める。 

（２）文部科学省は、本事業の実施に当たり、受託者の求めに応じて指導・助言を行うと

ともに、その効果的な運営を図るため協力する。 

（３）文部科学省は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理状況について、実態調査を

行うことができる。 

（４）受託者は、既存の施策を踏まえて事業を実施する場合は、関係機関等と連携を図る

こと。 
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（５）受託者は、委託事業の遂行によって知り得た事項については、その秘密を保持しな

ければならない。 

（６）受託者は、本事業の実施によって入手した個人情報について、善良なる管理者の注

意をもって取り扱う義務を負うものとする。 

（７）本事業の実施に伴い発生した著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 21 条か

ら第 28 条までに規定するすべての権利を含む。）については、原則として文部科学省

に帰属させるものとする。 
（８）この要項に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別に定める。 
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参考１ 

 

各経費項目についての留意事項 

 

・支出できる経費は、契約期間内に発生したものに限る。 

 

【諸謝金】 

・ 委託先が行う事業に関しての協力者等に対する報酬及び作業等に対する謝金等の経費

とする。 

・ 単価額等については、委託先の支給規程及び文部科学省の支給単価等に準じて、社会

通念上妥当な単価を設定すること。 

・ 委託先に所属する職員並びに構成員を対象とするものは諸謝金として認められない。 

・ 謝金支払手続については、あらかじめ謝金支給対象者に説明するとともに、謝金受領

書を徴収するなど、適切な支出に努めること。 

 

【人件費】 

・ 委託先に所属する職員並びに構成員を対象とした、事業を行うことにより発生する人

的経費とする。 

・ 人件費の単価については、委託先において定められている日給、時間給の基準を基に

適切に定めるものとする。また、これにより難い場合は、委託業務の遂行に支障を来さ

ない限度において事業計画書の予算の範囲内で、別に日額、時間給を定めて支給するこ

とができるが、この場合の単価は業務内容等を基に適切に定めること。 

・ 人件費にかかる勤務時間については、委託先において定められている基準内時間とす

る。ただし、委託業務の内容を勘定した上で、委託先の労使規約等の範囲内で文部科学

省が必要と認めた場合、事業計画書において時間外勤務手当を計上することができる。 

・ 人件費に時間外勤務手当を計上していない委託業務において、やむを得ず時間外勤務

を実施した場合には、その時間については委託業務の対象とすることができるが、この

場合の時間給単価は基準内時間の時間給単価と同額とする。 

・ 時間外勤務を実施した場合には、作業内容及び作業時間を詳細に記した書類を作成し

なければならない。なお、この要件を満たすものであれば、委託先において定められた

又は使用しているもので差し支えない。 

・ 本契約における従事者の勤務時間管理にあたっては、作業日報等で適切に管理し、本

契約以外の業務と重複がないよう、明らかにすること。 

 

【旅費】 

・ 原則として、文部科学省の旅費規程を準用した額及び委託先の旅費規程に定める額の
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いずれか低い額とする。 

・ 事業計画に照らして出張先、単価、回数、人数は妥当か精査すること。 

・ マイレージ・ポイントの取得等による特典は認められない。 

 

【消耗品費】 

・ 事業の実施にかかる各種事務用紙、事務用品、書籍類、その他の消耗品にかかる経費

を計上する。 

・ タブレット端末等の機器の購入経費は計上できない。 

・ 計上するものについては、支出を記録する帳簿に品名、単価、数量を具体的に記載す

ること。 

・ 購入にかかるポイントの取得等による特典は認められない。 

 

【印刷製本費】 

・ 通知文書、会議資料、その他事業の実施にかかる印刷物等の印刷代とする。 

 

【通信運搬費】 

・ 郵便料、梱包発送や宅配便による運搬費とする。 

・ 事業計画に照らして数量、単価、回数は妥当か精査すること。 

・ 切手を購入する場合、必要最小限の枚数とし受払簿等で適切に管理すること。 

 

【会議費】 

・ 会議を開催する場合の茶代（お茶、ミネラルウォーター）・弁当代とする。 

・ 社会通念上常識的な範囲で支出することとし、誤解を招く形態のものや酒類・菓子等

の提供は対象としない。 

・ また、会議を開催した場合は、会議費等の支出の証拠として議事録（開催日、開催場

所、出席者名等を明記したもの）等を作成すること。 

 

【借料及び損料】 

・ 物品等の使用料、会場借料等の経費とするが、自前の物品や会場等を使用する場合は

計上できない。 

・ 委託経費の対象となる借り上げ期間は、事業実施期間中に限る。 

 

 

【賃金】 

・ 単価額等については、委託先の支給規程及び文部科学省の支給単価等に準じて、社会

通念上妥当な単価を設定すること。 
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・ 支出にあたっては、出勤簿、賃金支給明細書及び領収書等の関係書類を作成すること。 

 

【雑役務費】 

・ 事業請負に伴う経費等とする。 

・ 謝金等を支払う際の銀行振込手数料も対象とする。 

 

【再委託費】 

・ 委託事業のうち、技術的、専門的又は実践的な事項で、事業の実施にあたり第三者に

再委託する方がより効果的かつ効率的であると認められる場合、再委託を行う業務の経

費を計上すること。 

 

【消費税相当額】 

・ 文部科学省において実施されている委託業務は、役務の提供（消費税法第２条第１項

第１２号）に該当することから、原則として業務経費の全体が課税対象となるので、積

算した業務経費全体に消費税相当額（８％）を計上することとなる。 

・ 各種別において経費を計上する際には、消費税は内税（税込）として計上することと

し、不課税の経費についてのみ対象額を当種別において消費税相当額として計上する。 

・ 積算に当たっては、課税事業者と免税事業者とでは別添「消費税の取扱いについて」

に示すとおり取扱いが異なるので、確認の上、適正な消費税額を計上すること。 

 

【一般管理費】 

・ 委託事業を実施するために当該委託業務分として経費の算定が難しい光熱水料や管理

部門の人件費（管理的経費）等にかかる経費で便宜的に委託業務の直接経費（設備備品

費、人件費、事業費）に一定の率（一般管理費率）を乗じて算定した額を一般管理費と

して計上すること。 

・ 一般管理費率については、受託者の直近の決算により算定した一般管理費率、受託者

が受託規定に定める一般管理費率及び委託要項で定める一般管理費率（１０％）の上限

を比較し、より低い率を採用する。ただし、上記で採用した率より低い率を計上してい

る場合はその率を採用する。 



1 

 

参考２ 

消費税の取扱いについて 

 

委託事業は、「役務の提供」（消費税法第２条第１項第 12 号）に該当するため、原則と

して事業経費の全体が課税対象となります。したがって、積算した事業経費全体に消費税

相当額（８％）を計上する必要があります。ただし、消費税込の金額となっている経費に

は消費税が既に含まれており、消費税相当額を別途計上すると二重計上となるため注意し

てください。 

委託金額の積算に当たっては、課税事業者と免税事業者とでは、次に掲げるとおり取扱

いが異なります。下記「課税・不課税判別表」を参照の上、適正な消費税額を計上してく

ださい。 

 

（１）課税事業者の場合 

事業の実施過程での取引の際に、消費税を課税することとなっている経費（以下「課

税対象経費」という。）は消費税額を含めた金額を計上し、課税対象経費以外の経費（以

下「不課税経費」という。）は消費税相当額を別途計上する。 

（２）免税事業者の場合 

消費税を納める義務を免除されているので、課税対象経費分についてのみ、消費税

額を含めた金額とする。（不課税経費に対し消費税相当額を別途計上しない。） 

※基準期間における課税売上高が１，０００万円以下の事業者は、納税の義務が免除

となる。 

 

＜課税・不課税判別表＞ 

経費区分 種別 対象 注意事項等 

諸謝金 

 

旅費（国内） 

借損料 

印刷製本費 

消耗品費 

図書購入費 

会議費 

通信運搬費 

賃金 

 

雑役務費 

再委託費 

 

 

・日当、宿泊費、運賃 

課税※ 

 

課税 

課税 

課税 

課税 

課税 

課税 

課税 

不課税 

 

課税 

課税 

※委託先の基準により、取扱いが異なる

ので要注意。給与として支給する場合

は、「賃金」と同様 

 

 

 

 

 

 

切手は税込金額 

消費税相当額算出 

（給与として交通費を含めている場合、

交通費は消費税込みとなるので注意） 

 

 

 


